
土地の利用・管理に関して必要な措置の方向性（概要） 

所有者自らが土地の適切な
利用・管理を確保 

（登記・境界の明確化を含む） 

必要に応じて役割を担うことで、
土地の適切な利用・管理が確
保され、住民、地域の利益につ
ながる場合がある 

• 所有者や近隣住民等の支援 

• 安全確保等のため必要な場
合には、自ら対応 

土地についての基本理念と責務 

 所有者による利用・管理を促進 

•土地の利用を促す措置 

•所有者に管理を促す措置 (行政指導、管理委託の斡旋等) 

•土地取引の円滑化・促進 （マッチング機能の強化等） 

 
 
 所有者以外の者による利用・管理につなげるコーディネート、支援 

•地域における合意形成の促進（相談窓口、コーディネート等） 

•地域で利用・管理を行う地域コミュニティへの支援等 

適切な土地の利用・管理を促す措置 

共有者や隣人等による利用・管理を円滑化する措置 

•合理的な手続に基づく共有者による土地の利用・処分を可能にする措置 

•一定の手続に基づく所有者以外の者による悪影響の除去を可能にする措置 

  （相隣関係、財産管理、代執行等） 

•公共的目的のための利用・管理・取得を円滑化 

土地の適切な利用・管理、円滑な取引を支える情報基盤整備 

• 登記の促進（相続登記の申請の義務化等）、地籍調査の推進等 

所有者：第一次的な責務 

近隣住民、地域等： 
所有者の責務の補完 

地域の公益を実現する 
地方公共団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終的な土地政策の 
責任を担う国 

• 関連制度を構築 

• 土地に関する情報インフラ
を整備、最終的な管理の受
け皿機能を確保 

土地の適切な利用・管理のため必要な措置（基本的施策） 

現行の土地基本法（平成元年）： 投機的取引の抑制等を背景 ⇒ 土地を積極的に利用しない場合の規律が不明確 
 基本理念：   適切な利用・ 管理 の確保の必要性を明記 

責務：      所有者、地域、行政等の利用・ 管理 に関する責務・役割分担の明確化 

基本的施策： 利用・ 管理 の促進策を中心に人口減少社会に対応した土地政策を再構築 

土地の利用・管理に関する責務と役割分担 

支援 
補完 

連携・支援 


